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「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について 

 

 

建設業の働き方改革に向けては、個々の建設業者や建設業界全体における適

切な労務管理や生産性向上に向けた取組等と併せて、発注者や国民の理解を得

ていくための取組が不可欠であることに鑑み、平成２９年６月に「建設業の働き

方改革に関する関係省庁連絡会議」が設置され、同年８月には、公共・民間を含

め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等

が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガ



イドライン」が策定されたところです。 

こうした中、平成３０年６月２９日に第１９６回通常国会で成立した「働き方

改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（以下「働き方改革関連法」

という。）に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成３１

年４月の法施行から５年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働

の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。 

今般、働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議等における議論も踏まえ、

別添の通り、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改

訂されました。 

貴職におかれましては、本ガイドラインの内容等を十分に御理解いただき、本

ガイドラインの遵守のため速やかに準備を整え、取組を強化していただくよう

要請します。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除く。）

の長及び議会の議長に対しても、本要請の周知をお願いします。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１

項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。 

 

 


